
コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方
「企業理念」、「経営方針」及び「経営姿勢」に基づき、全て
のステークホルダーの皆様に企業として存続する価値を評
価されるよう、企業の社会性の重要性を認識しながら地球
環境へも配慮しつつ持続的な成長と中長期的な企業価値の
より一層の向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意
思決定を行うための仕組みを構築し、継続的なコーポレー
ト・ガバナンスの充実に取り組んでいます。

＜企業理念＞
社会に人に信頼されるものづくり企業であり続けます
＜経営方針＞
広範囲な分野で培った技術とグローバルな事業活動での経験
を総合的に調和させた製品・サービスを提供する
『ものづくり企業』として、社会や人々からの期待に応え信頼を
高めます
＜経営姿勢＞
お客様により高い満足を提供します
安全で働き甲斐のある職場を実現します
社会の発展に寄与します
企業永続のために利益を追求します

コーポレート・ガバナンスと内部統制の仕組み
当社は、監査役による監査機能の実効性を高めるととも
に、経験豊富な社外取締役が経営者の視点で取締役の職務
執行を監視する統治体制が「ものづくり企業」である当社の
業態に適していると判断し、現在のコーポレート・ガバナン
ス体制を採用しています。
内部統制システム基本方針については、こちらに掲載して

います。
https://www.mes.co.jp/investor/information/system_policy.html

内部統制・リスク管理体制
当社ではCEOの指示に従い全社的な「内部統制システム推進体制」を構築するために、経営企画担当役員を委員長とする

「トータルリスク・内部統制委員会」を設置しています。
2018年度において同委員会を３回開催し、リスク管理体制のほか東京証券取引所によるコーポレート・ガバナンス・コー

ドの改訂に伴うコーポレート・ガバナンスの再点検並びに従前の財務報告に係る内部統制報告制度への対応などについて審
議しています。同委員会の審議結果に基づく提言や報告を、適宜経営会議体及びCEOをはじめとする当社役員に行いました。

ガバナンス体制
当社は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、会計監査人を設置しています。2019年

6月26日現在、当社の取締役会は10名で構成されており、取締役のうち2名が非常勤の社外取締役です。また、当社の監査
役会は4名で構成されており、監査役のうち2名が非常勤の社外監査役です。

● コーポレート・ガバナンスと内部統制の仕組み
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監査役による監査機能の実効性を高めるとともに、経験豊富な社外取締役が経営者の視点で取締役の職務執行を監視す
る統治体制が「ものづくり企業」である当社の業態に適していると判断し、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用して
います。

当社では、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のために経営会議体として、取締役会の他に「グループ経
営委員会」と「経営会議」を設けており、グループ経営委員会は常勤取締役及びグループ傘下の主要子会社社長によって構成
され、経営会議は常勤取締役で構成しています。グループ経営委員会ではグループ全体の中・長期の経営計画の方向性につ
いての議論、グループ全体の経営戦略の策定及び進捗確認を行い、経営会議ではその戦略に基づく個別の業務執行について
審議を行うこととしています。
＜取締役会＞
定例12回、臨時4回開催しており、重要事項の決定及び業務執行の監督を行っています。
また、必要に応じて内部統制システム構築の基本方針の見直しも行っています。

＜グループ経営委員会＞
4回開催しており、前述のとおりグループ全体の中・長期の経営計画の方向性に関する議論を中心に行っています。

＜経営会議＞
定例12回、臨時1回開催しており、前述のとおり個別の業務執行についての審議を行っています。

役員報酬
＜当社の役員等の報酬等の額の決定に関する方針＞
取締役の報酬は、株主総会でご承認いただいた報酬限度額の範囲内で、役位別に定める額を基準として、全社の業績を反
映するなど取締役の貢献度等を勘案した報酬体系としています。その内容は役位別に定める額を基準とした月例報酬、株価
連動報酬及び連結業績と連動する利益連動報酬から構成されています。また、監査役の報酬は、株主総会でご承認いただい
た報酬限度額の範囲内で、取締役等の報酬を参考として、監査役の協議により決定しています。なお、当社の取締役の報酬決
定にあたっては、任意の報酬諮問委員会を設置し、同委員会にて取締役の報酬決定に関する方針や報酬制度に関する審議・
答申を行い、また報酬水準や報酬決定の指標などが答申に則っているかの確認を行い、これを踏まえ、社長は報酬制度及び
報酬決定の指標等を取締役会に付議しています。同委員会は、独立社外取締役２名、社長及び社長が任命する代表取締役の
計４名で構成され、独立社外取締役を委員長としています。

社内 社外

2名 2名2名8名

取締役 監査役

区　分 員　数 報酬等の総額

取締役（うち社外取締役） 11名※1（2名） 164百万円（19百万円）

監査役（うち社外監査役） 4名（2名） 74百万円（18百万円）

合計 15名 238百万円

※1． 上記には、2018年６月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでいます。
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
3.  2010年６月25日開催の第107回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額630百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額を年
額90百万円以内と決議いただいています。

4.  上記のほか、2017年６月28日開催の第114回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名に対して、在任時の株価連動報酬額12 百万円を支給しています。な
お、株価連動報酬の対象として社外取締役は含まれていません。

5.  当社は、2013年６月27日開催の第110回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会 終結後引き続いて在任する取
締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に支給することを決議しております。
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社外取締役
対談

社外取締役の役割として重要なことは何でしょうか。

田中：まずは、現場訪問や幹部社員との意見交換などにより
当社の実態をよく把握し、社員との一体感を心掛けながら
も、内部に迎合しないことです。その上で、全てのステーク
ホルダーの最適解として中長期の企業価値向上に貢献する
べく、経営陣にとって耳の痛いこともちゃんと言うことです。
とりわけ私は、株主目線で厳しく経営を監視することを心掛
けています。太鼓持ちでは、社外としての責任を果たしてい
るとは言えませんので。

德久：バブル崩壊後、日本企業の業績が低迷するとともに不
祥事が目立つようになり、外部の目で取締役会の職務執行
の監視・監督を強化し、特に一般株主の利益を擁護すべきと
の声が強まったことから、独立した立場の社外取締役を増
やす流れになっています。その意味では、外部のステークホ
ルダー、特に一般株主にとってもわかりやすい経営をするこ
と、つまり説明責任を誠実に果たしているかというところは、
特に注意を払っています。

当社のコーポレート・ガバナンスの評価についてお聞かせください。

田中：監督と執行の分離、人事・報酬諮問委員会設置による
公平性・透明性の担保など、当社のコーポレート・ガバナン
スは格段に向上しています。また、案件の重要度に応じたメ
リハリのある取締役会となっている印象を持っています。さ
らに単なる説明会や追認会とならぬよう、取締役の少人数
化に加えて席の配置などの工夫もしており、全員参加の活発
な意見交換が行われるようになりました。担当ごとの個別

論議よりグループ全体でのベストな経営について、他部門の
案件にも積極的に口を出す風土が浸透してきていることも
評価できます。ただ、私たち社外取締役に対しては少し遠慮
があるような気がしますので、もう一段、自由闊達な議論が
できるようになればよいと思っています。
德久：私はコーポレート・ガバナンスコード導入の必要性が
具体化された頃の当社初の社外取締役でしたが、それまで

社外取締役

田中 稔一
社外取締役

德久 徹

2018年度はエンジニアリング事業において巨額損失を計上し、財務基盤を著しく毀損したため、新
たに「三井E&Sグループ 事業再生計画」を策定しました。そして現在、財務・収益体質の強化およ
び事業構造の変革を推し進めています。こうしたなか、社外の目から見た当社のガバナンス、現状の
課題、進むべき方向性について、社外取締役にお話しいただきました。

コンプライアンス向上への取り組み
「グループコンプライアンス運営規程」に基づき2018年度は「グループコンプライアンス委員会」を２回開催し、当社及び子会
社のコンプライアンス強化のため、全社横断的な情報交換及び情報の周知を行いました。独占禁止法の遵守については、「グ
ループコンプライアンス委員会」において、継続的に監視を徹底しています。
「企業行動規準」の遵守について、当社新入社員のほか子会社の管理専門職及び営業担当者に対するコンプライアンス研修
を実施し、継続的に当社及び子会社の役職員に対する教育、啓発活動を実施しました。

●コンプライアンス研修実施実績

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

1,573名 859名 1,308名 489名

＜ヘルプライン（内部通報制度）＞
法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見のため、当社及び子会社の全役職員並びにその取引先等から相
談や通報を直接受ける「ヘルプライン」（内部通報制度）を設けており、公益通報者保護法に準拠した「不正通報・相談制度の運
用に関する規程」に基づき、通報があった場合は適切に対応しています。

https://www.mes.co.jp/investor/information/compliance.html

TOPICS

当社は、10月を「企業倫理強化月間」と定め、コンプライアンスに関する重点的な活動を行っています。2018年度には、毎年実施し
ているコンプライアンスに関するEラーニングを当社及び三井E&S造船、三井E&Sマシナリー、三井E&Sエンジニアリング及び三井
E&Sビジネスサービスの役員・管理専門職を中心として実施し、国内グループ会社の一部の役員及び従業員も含めて、合計約1,700
名が受講しました。
また、三井E&Sグループ内から募集して、本年選定したコンプライアンス標語「信用と 信頼繋いで 次世代に」を各職場に掲示し、コ

ンプライアンス意識の向上を図っています。

●コンプライアンス体制図
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等のコンプライアンス・オフィサー（CO）

三井E&Sグループ従業員
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